
 

 

４ 音環境の保全 

工場・事業場及び建設作業に対する監視・指導を実施していきます。自動車交通による騒音・振動について

は、道路構造面での対策などの道路交通騒音防止対策を検討していきます。また、新幹線騒音に加えて在来

鉄道の新線設置や大規模改修についての騒音対策指針が示されており、騒音調査を継続して実施します。 

騒音（新幹線鉄道騒音を含む）に係る環境基準（環境基本法）の達成をめざします。 

 

＜実施事業等＞ 

(1) 騒音の監視体制の整備 

ア 道路に面しない地域における環境騒音調査 

一般地域の騒音については、地域の類型及び時間の区分ごとに環境基準が設定されており、平成 12 年

度より、地域の騒音状況を代表する地点で騒音の状況の把握に努めています。平成 19 年度は定点 6 地点、

準定点 10 地点で調査を行いました。調査結果はつぎのとおりです。 

 

 

平成19年度

用途地域 測定地点 名称 区分

環
境
基
準
類
型

等価騒
音レベル

（昼）
dB

等価騒音
レベル
（夜）
dB

第1種低層 仰木の里東六丁目4-1 仰木の里東幼稚園 定点 A 53 44

第1種低層 青山七丁目15 青山七丁目自治会館 準定点 A 52 44

第1種中高層 比叡平三丁目1 山中比叡平支所 定点 A 52 39

第1種中高層 青山三丁目2-1 青山児童クラブ 定点 A 54 46

第1種中高層 千町一丁目12-6 千町公民館 準定点 A 50 45

第１種住居 坂本六丁目33-19 坂本市民会館 定点 B 48 45

第１種住居 大萱二丁目18-31 南大萱会館 準定点 B 48 41

第１種住居 関津六丁目10-45 サンシャイン自治会会館 準定点 B 46 41

第２種住居 萱野浦1-1 新瀬田浄水場 準定点 B 50 44

市街化調整 真野四丁目6-1 真野支所 定点 B 50 44

市街化調整 牧一丁目1-24 上田上支所 定点 B 47 43

市街化調整 大石龍門五丁目4-24 大石龍門町自治会館 準定点 B 45 37

商業 本堅田五丁目21-2 堅田駅西口土地区画事務所 定点 C ― ―

商業 中央二丁目2-5 中央支所 定点 C ― ―

商業 大萱一丁目16- 宮の口自治会館 準定点 C 53 49

準工業 月輪三丁目2-6 月輪自治会館 準定点 C 51 45

工業 大江八丁目 草の根ﾊｳｽ大江八丁目
自治会館 準定点 C 53 52

工業 栗林町4 栗林会館 準定点 C 56 48

環境基準不適合

※　定点である堅田駅西口土地区画整理事務所および中央支所については、近隣で工事があったため
　　 調査を中止した。



 

 

イ 自動車騒音の常時監視 

平成 13 年 4 月 1 日より特例市に移行したことに伴い、騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の

状況の常時監視に係わる事務が本市の事務となりました。道路に面する地域も一般地域と同様に環境基準

が設定されており、一定の地域ごとに騒音レベルが基準値を超過する戸数及び割合を把握する「面的評価」

により行うこととされています。これに基づき、平成 19 年度は、国道 161 号他において騒音の測定、評価を行

いました。その結果、全体で昼夜とも環境基準に適合した戸数の割合は、約 95％でした。（常時監視と言って

も必ずしも年間を通じて連続的に監視する必要はなく、通常は年間を代表する 1 日について把握していま

す。） 

 

ウ 新幹線鉄道騒音・振動調査 

新幹線鉄道騒音については、地域の類型ごとに環境基準が設定されています。 

本市では、新幹線鉄道騒音調査を3 地点で実施しています。 

 

   

 

環境基準 

環境基本法第 16 条第 1 項の規定により、「騒音に係る環境基準」「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」

等が定められています。「騒音に係る環境基準」では道路に面する地域と道路に面しない地域のそれぞれ

について地域の類型及び時間の区分ごとに基準値を設定しています。 

平成 10 年 9 月に騒音に係る環境基準が改正され、騒音の評価手法が騒音の中央値（ＬA50，T）から等

新幹線鉄道騒音調査結果

２５ｍ ５０ｍ

H19.06.28 蛍谷 商業
Ⅱ 462.86 上り 234 橋梁 ８．３ｍ 橋梁 防音工 ２．０ｍ 76 73 11/9

H19.10.02 国分一丁目 １種住居
Ⅰ 463.97 下り 224 盛土 ４．６ｍ 有道床

（無） ラムダ型 ２．２ｍ 70 65 8/12

H19.06.28 大江八丁目 工業
Ⅱ 460.70 下り 233 盛土 ５．５ｍ 有道床

（無） 防音壁 ２．４ｍ 78 73 8/12

種類
軌道面か
らの高さ

（ｍ）

防音壁

騒音（デシベル）

測定結果
全測定
本数

上／下

測定
年月日

測定場所
（路線最寄
地点の地

名）

用途地域
及び

地域類型

東京起点
の距離
（ｋｍ）

軌道の種
類（バラス
マットの有

無）

測定地点
側の軌道
の上り下り

の別

列車速度
（ｋｍ／ｈ：
平均値） 種類

構造物の種類

軌道面の
高さ
（ｍ）

自動車騒音常時監視結果

戸数 割合(％) 戸数 割合(％) 戸数 割合(％) 戸数 割合(％)
国道161号 北小松～北比良 1026 5.9 220 174 79.1 16 7.3 0 0.0 30 13.6
国道161号 北比良～木戸 1027 3.8 131 129 98.5 0 0.0 0 0.0 2 1.5
国道161号 木戸～今堅田２丁目 1028 9.9 557 557 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
国道161号 今堅田２丁目～下阪本６丁目 1029 7.5 1090 966 88.6 63 5.8 0 0.0 61 5.6
国道161号 下阪本６丁目～浜大津１丁目 1030 7.5 1444 1340 92.8 18 1.2 0 0.0 86 6.0
国道161号 浜大津１丁目～逢坂１丁目 1031 1.5 655 655 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
仰木本堅田線 仰木６丁目～本堅田５丁目 6209 2.4 241 239 99.2 0 0.0 0 0.0 2 0.8
仰木雄琴線 仰木２丁目～雄琴２丁目 6210 2.1 194 194 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
荒川蓬莱線 荒川～木戸 6214 0.8 222 222 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
荒川蓬莱線 木戸 46215 0.2 23 23 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
途中志賀線 伊香立途中町～和邇今宿 66208 4.7 185 185 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
比叡山線 坂本４丁目～下阪本６丁目 66212 1.5 312 312 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
比良山線 北比良 66217 0.9 9 5 55.6 4 44.4 0 0.0 0 0.0

48.7 5283 5001 94.7 101 1.9 0 0 181 3.4

＊評価の方法

昼間・夜間とも
基準値超過

合計

対象道路を、交通量などが概ね一定とみなされる区間に区切り、その区間内の両側50mの範囲に立地する住居系建物のうち、走行する自動車から受ける騒音ﾚﾍﾞﾙ
が環境基準を満足している建物の戸数割合を算出。

評価区間路線名
センサス
区間番号

評価区間
の延長
（ｋｍ）

評価対象
住居等戸数

（戸）

昼間・夜間とも
基準値以下

昼間のみ
基準値以下

夜間のみ
基準値以下



 

 

価騒音レベル（ＬAeq，T）に変更されるとともに基準値が変更され、平成 11 年 4 月より施行されています。騒

音に係る環境基準の地域の類型にあてはめる地域等の指定については、県において告示されています。 

                                    （単位：デシベル） 

   

「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」は新幹線鉄道沿線地域における新幹線鉄道騒音による被害を防止

するための音源対策、障害防止対策、土地利用対策等の各種施策を総合的に推進するため、地域の類

型ごとに基準値を設定しています。新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型ごとに指定する地域に

ついては、県において告示されています。 

 

新幹線鉄道の騒音の環境基準 

                              （昭和５０年７月２９日環境庁告示） 

地域の類型 基準値 

（ピークレベルの平均値） 

備   考 

Ⅰ ７０デシベル以下 Ⅰをあてはめる地域：主として住居の用に供される地域 

Ⅱ ７５デシベル以下 

Ⅱをあてはめる地域：商工業の用に供される地域等Ⅰ以外

の地域であって通常の生活を保全す

る必要がある地域 

   
 
(2) 工場・事業場、建設作業騒音・振動に対する監視指導 

ア 工場・事業場の対策 

(ｱ) 法令等による規制 

騒音規制法及び振動規制法では、騒音・振動を防止することによって生活環境を保全すべき地域を指定し、

この地域内における特定工場や特定建設作業から発生する騒音・振動について規制を行っています。 

　

区分

地域類型

　

幹線交通を担う道路に近接す
る空間
　・２車線以下：１５ｍ
　・２車線超　 ：２０ｍ

幹線交通を担う道路に近接す
る空間の背後に存する建物
の中高層部に位置する住居
等

ＡＡ ５０以下／４０以下

Ａ ６０以下／５５以下
（２車線以上）

Ｂ ６５以下／６０以下
（２車線以上）

Ｃ ６０以下／５０以下 ６５以下／６０以下
（１車線以上）

除外地域

・環境基準類型
　　　ＡＡ：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
　　　　Ａ：専ら住居の用に供される地域
　　　　Ｂ：主として住居の用に供される地域
　　　　Ｃ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
・幹線交通を担う道路：高速道路、自動車専用道路、国道、県道、４車線以上の市道

環境基準の値（昼間（６：００～２２：００）／夜間（２２：００～６：００））

道路に面する地域以外の地域

５５以下／４５以下
1車線道路に面する地域を含
む

道路に面する地域（道路交通騒音が支配的な音源である地域）

７０以下／６５以下

屋内へ透過する騒音に係る
基準
４５以下／４０以下

屋内へ透過する騒音に係る
基準
４５以下／４０以下



 

 

ａ 工場・事業場に対する規制 

騒音規制法、振動規制法及び大津市生活環境の保全と増進に関する条例では著しい騒音や振動を発生

する施設を特定施設として定め、これらの施設を設置する者には届出義務を課すとともに、敷地境界で規制

基準を定め遵守義務を課しています。 

 

騒音に係る規制基準                          （単位：デシベル） 

朝 昼 夕 夜 間     
 午前６時～ 

   午前８時 
午前８時～ 
  午後６時 

午後６時～ 
 午後１０時 

午後１０時～ 
 翌日の午前６時 

第１種区域 ４５ ５０ ４５ ４０ 
第２種区域 ５０ ５５ ５０ ４５ 
第３種区域 ６０ ６５ ６５ ５５ 
第４種区域 ６５ ７０ ７０ ６０ 

注１．第１種区域：良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 
第２種区域：住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 
第３種区域：住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住居の生活環境を

保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 
第４種区域：主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、

著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 
注２．第２種区域、第３種区域、第４種区域内に所在する学校教育法第１条に規定する学校、児童福祉法第７条に規定す

る保育所、医療法第１条の５第１項に規定する病院及び第２項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施
設を有するもの、図書館法第２条第１項に規定する図書館並びに老人福祉法第５条の３に規定する特別養護老人ホ
ームの敷地の周囲おおむね５０メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値からそ
れぞれ５デシベルを減じた値とする。  

 

振動に係る規制基準 
                                    （単位：デシベル） 

昼  間 夜  間       時間区分 
区域区分 午前８時～午後７時 午後７時～翌日午前８時 

第１種区域 ６０ ５５ 
第２種区域 ６５ ６０ 

 
工場・事業場に係る振動規制と騒音規制の区域区分との関係 

地   域 振動規制地域区分 騒音規制区域区分 
第一種区域 

住居系地域 第１種区域 
第二種区域 
第三種区域 

商業系・工業系地域 第２種区域 
第四種区域  

 

なお、市ではこれらの法令に基づく届出及び規制に関する事業者向けパンフレットを作成し、市内事業者

に配布しています。法令等に係る市内の工場・事業所数と施設数は次のとおりです。 

  騒音規制法に基づく特定工場等数及び施設届出状況 
施設の種類 施設総数 施設の種類 施設総数 

１ 金属加工機械 478 ７ 木材加工機 116 
２ 空気圧縮機等 2,190 ８ 抄紙機 4 
３ 土石用破砕機等 147 ９ 印刷機械 110 
４ 織機 472 10 合成樹脂用射出成型機 103 
５ 建設用資材製造機 12 11 鋳型造型機 0 
６ 穀物用製粉機 30   
    3,662 

 特定工場等総数 380 



 

 

   
振動規制法に基づく特定工場等数及び施設届出状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

騒音規制法に基づく特定施設は 380 工場・事業場に設置されている3,662 施設で、施設の種類は空気圧

縮機・送風機が 2,190 台（60％）と最も多く、次いで金属加工機械となっています。 

振動規制法に基づく特定施設は、199 工場・事業場に設置されている 1,698 施設で、施設の種類は圧縮

機と金属加工機械で 1,240 台となっており全体の 73％を占めています。 

 

ｂ 建設作業の対策 

騒音規制法、振動規制法及び大津市生活環境の保全と増進に関する条例では、建設工事として行われる

作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業を特定建設作業として定め、届出義務を課すとともに、敷地

境界での規制基準を定めています。 

市では届出受付時に周辺住民への事前説明を実施することなどについても指導を行っています。 

平成 19 年度における法律及び条例に基づく特定建設作業実施届出の届出状況は次のとおりです。 

騒音規制法に基づく届出は、削岩機を使用する作業が最も多く振動規制法に基づく届出でも、ブレーカー

を使用する作業が最も多くなっています。 

市条例に基づく届出では、騒音関係作業で掘削機械を使用する作業及び油圧破壊機を使用する作業が

大半を占め、振動関係作業は振動ローラーを使用する作業が大半を占めていました。 

  各種法令に基づく特定建設作業実施届出状況（平成 19 年度） 

     （騒音規制法）                     (振動規制法) 

作業の種類 件数  作業の種類 件数 

１ くい打機等を使用する作業 8  １ くい打機等を使用する作業 9 

２ びょう打を使用する作業 0  ２ 鉄球を使用して破壊する作業 0 

３ 削岩機を使用する作業 124  ３ 舗装版破砕機を使用する作業 0 

４ 空気圧縮機を使用する作業 4  ４ ブレーカーを使用する作業 60 

５ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ等を設けて行う作業 0  計 69 

６ バックホウを使用する作業 7    

７ ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙを使用する作業 0    

８ ブルドーザーを使用する作業 4    

計 147    

    

 

 

施設の種類 施設総数 施設の種類 施設総数 
１ 金属加工機械 591 ６ 木材加工機械 2 
２ 圧縮機 649 ７ 印刷機械 28 
３ 土石用破砕機等 163 ８ ゴム練用又は合成樹使

用のロール機 
7 

４ 織機 96 ９ 合成樹脂用射出成型機 162 
５ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸﾏｼﾝ機 0 10 鋳型造型機 0 
   1,698 

特定工場等総数 199 



 

 

    （市条例） 

 作業の種類 件 数 

１ ｲﾝﾊﾟｸﾄﾚﾝﾁを使用する作業 11 

２ 火薬を使用する破壊作業 1 

３ 掘削機械を使用する作業 10 

４ 油圧破壊機を使用する解体作業 43 

 

騒 
 

音 

小 計 65 

１ 火薬を使用する破壊作業 1 

２ 振動ローラーを使用する作業 33 

 

振
動 

小 計 34 

 計 99 

 

(3) 移動発生源対策の推進 

ア 自動車交通騒音・振動対策の推進 

本市は、名神高速道路、国道 1 号、国道 161 号、京滋・西大津・志賀バイパス、湖西道路等の幹線道路が

通過しており、沿線住民から主に騒音の苦情や対策の要望が寄せられています。 

これらのうち、自動車専用道路については防音壁の設置等の対策が行われていますが、一般国道等につ

いては抜本的な対策が難しく、早急な解決は困難な状況にあり、交通、物流対策の整備等を含めた総合的な

対策が必要となっています。 

なお、京滋・西大津バイパスについては、計画時に環境アセスメントが実施され、防音壁の設置等必要な対

策が施され、交通・道路行政とあわせた総合的な対応が行われています。 

本市においては、沿線住民より自動車騒音の苦情に対して、騒音の実態調査を実施した結果、法律に定

められた基準等の超過が認められた区間があった場合は、管理者に対して防音壁の設置や路面の性状改善

等の要望を行っています。 

 

要請限度 

自動車本体から発生する騒音を低減する対策として騒音規制法では「自動車騒音の大きさの許容限度」が

定められています。 

環境対策として同法では自動車騒音の限度を定める省令（いわゆる自動車騒音の要請限度）が定められて

おり、測定に基づき騒音が限度を超え周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる時は、公安委員

会に交通規制の要請や道路管理者に道路構造の改善等の意見を述べることができるとされています。 

また、振動規制法では、自動車本体の規制はありませんが、環境省令で道路交通振動の要請の限度が定

められており、騒音と同様、測定に基づき交通規制の要請や道路構造の改善等の意見具申ができるとされて

います。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
自動車騒音の要請限度（平成12年総理府令第15号） 

                                                                    （単位：デシベル） 
１ ２ ３   

          区域の区分 
 
 
時間の区分 

a区域及びb区域のう
ち1車線を有する道
路に面する区域 

a区域のうち2車線以
上の車線を有する道
路に面する区域 

b区域のうち2車線
以上の車線を有す
る道路に面する区
域及びc区域のうち
車線を有する道路
に面する区域 

幹線交通を担う道
路に近接する区域 

昼間 6:00～22:00 ６５ ７０ ７５ ７５ 
夜間 22:00～翌6:00 ５５ ６５ ７０ ７０ 

  ａ区域：専ら住居の用に供される区域 
  ｂ区域：主として住居の用に供される区域 
  ｃ区域：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 
  幹線交通を担う道路に近接する空間：高速道路、自動車専用道路、国道、県道、４車線以上の市道から20ｍ（2車線以下の道路の場

合は15ｍ）の範囲 

 

道路交通振動の要請限度(昭和 51 年･総理府令) 
                                               （単位：デシベル） 

                   区域の区分 
 時間の区分 

 第１種区域  第２種区域 

昼 間 午前８時～午後７時 ６５ ７０ 
夜 間 午後７時～翌日午前８時 ６０ ６５ 

 

第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第2種中高層住居専
用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、
準住居地域、市街化調整区域、都市計画区域外の一部 

第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域  
 

ａ 道路交通騒音定点調査 

本市では、自動車交通騒音の状況を把握するために、昭和 55 年より主要幹線道路沿線において経年的

に調査を実施しており、平成 19 年度も国道 161 号、国道 1 号、主要地方道伊香立浜大津線及び一般県道

大津湖岸線で実施しました。 

道路交通騒音調査結果
（平成19年度）

国道１６１号 国道１号 主要地方道
伊香立浜大津線

一般県道
大津湖岸線

雄琴支所 大津市葬儀事務所 滋賀支所 膳所浄水場
商業地域 準工業地域 第１種住居地域 第１種住居地域

Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ
ｃ ｃ ｂ ｂ
2 2 2 4

５．９ｍ ２．９ｍ ４．９ｍ ４．５ｍ
騒音レベル（Ｌｅｑ）昼間 70 71 68 71
単位（デシベル） 夜間 67 70 63 66
環境基準（Ｌｅｑ） 昼間
単位（デシベル） 夜間
要請限度（Ｌｅｑ） 昼間
単位（デシベル） 夜間
＊この調査では面的な評価を行っていません。
＊昼間６：００～２２：００、夜間２２：００～翌６：００
＊要請限度の区域区分について　ａ区域：専ら住居の用に供される区域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｂ区域：主として居住の用に供される区域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｃ区域：相当数の居住と併せて商業、工業等の用に供される区域

65
75
70

要請限度の地域区分
車線数
道路からの距離

70

道路名

調査場所
用途地域
環境基準の類型



 

 

ｂ 名神高速道路 

市内の道路延長 12.1ｋｍ（トンネル部分 0.7ｋｍを含む）のうち、騒音対策として平成 19 年 3 月末現在で防

音壁が上り6.55ｋｍ、下り5.82ｋｍの延べ 12.37ｋｍ設置されています。また、平成 2 年度からは防音壁のかさ

あげ工事も行われています。 

沿線住民からの騒音苦情に対し、本市では騒音調査等を行い、西日本高速道路株式会社に防音壁の設

置、改良を要望しています。 

平成 19 年度は沿線での騒音調査は実施しませんでした。 

 

ｃ 京滋バイパス 

国道 1 号の慢性化した渋滞の緩和を目的として、滋賀県草津市～京都府久世郡久御山町間（約 27ｋｍ）

が昭和63 年 8 月に開通しました。本市では、バイパス周辺の環境監視を行うため、石山地区に測定局を設置

し、騒音の常時監視を行っています。 

石山局騒音常時監視結果（平成 19 年度）               （単位：ﾃﾞｼﾍﾞﾙ） 

      

ｄ 西大津バイパス 

西大津バイパスは昭和 56 年 10 月に藤尾（国道 1 号）～皇子山ランプまでの一部供用が開始され、平成 7

年 2 月に坂本ランプまでの区間が、平成 8 年 4 月に坂本ランプと湖西道路を接続する高架橋が開通しまし

た。 

当道路については、既存の住宅地を通過していることもあって、沿線の住宅部分には防音壁が設置され、

自動車騒音の低減が図られています。 

平成 19 年度は沿線の 8 箇所において、騒音調査を実施しました。 

測定結果（等価騒音レベル ＬAｅｑ） 

単位：デシベル 
調査箇所 

昼間 

６：００～２２：００ 

夜間 

２２：００～翌６：００ 

稲葉台 15 地先 62 60 

藤尾奥町 8 地先 60 58 

皇子が丘一丁目 1 地先 68 67 

皇子が丘一丁目 1 地先 64 61 

皇子が丘一丁目 22 地先 64 59 

錦織一丁目 18 地先 55 53 

錦織一丁目 19 地先 65 59 

高砂町 33 地先 56 52 

 

 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均
昼間 63.4 60.8 59.9 60.4 60.8 60.1 60.3 60.2 60.5 60.2 59.9 60.7 62
夜間 55.4 55.7 55.8 55.6 56.5 56.4 55.5 55.6 55.5 55.0 55.2 56.1 56



 

 

ｅ 湖西道路 

湖西道路は、国道 161 号バイパスとして、平成元年 3 月に坂本三丁目の坂本北インターから荒川の志賀イ

ンターまでの全区間 17.9ｋｍの全線が開通しました。当初、日本道路公団が管理する一般有料道路でしたが、

日本道路公団の民営化にあたり、平成 17 年 8 月 1 日より国道として無料開放されました。 

平成 19 年度は沿線の 19 箇所において、騒音調査を実施しました。（一部、国土交通省が調査を実施） 

測定結果（等価騒音レベル ＬAｅｑ） 

単位：デシベル 調査箇所 
昼間 

６：００～ ２２：００ 
夜間 

２２：００～翌６：００ 

仰木の里一丁目 18 地先 62 55 

仰木の里七丁目 9 地先 64 56 

仰木の里七丁目 10 地先 63 56 

仰木の里七丁目 13 地先 62 55 

仰木の里七丁目 13 地先 63 55 

仰木の里七丁目 24 地先 63 57 

仰木の里東一丁目 14 地先 62 60 

仰木の里東一丁目 18 地先 63 61 

仰木の里東一丁目 23 地先 57 54 

仰木の里東一丁目 23 地先 60 57 

仰木の里東三丁目 5 地先 56 53 

仰木の里東三丁目 2 地先 54 52 

仰木の里東五丁目 17 地先 60 56 

仰木の里東五丁目 16 地先 58 55 

仰木の里東五丁目 15 地先 59 56 

仰木の里東六丁目 10 地先 55 54 

仰木の里東六丁目 10 地先 56 53 

仰木の里東七丁目 13 地先 55 53 

仰木の里東七丁目 15 地先 57 54 

 

イ 鉄道騒音・振動対策の推進 

ａ 新幹線 

新幹線鉄道騒音については、ＪＲにおいて、車両の改良や防音壁設置、レールの削正など音源対策が行

われており、それのみでは達成が困難な場合には「新幹線鉄道騒音・振動障害防止対策処理要綱」に基づき

住宅（昭和 51 年 3 月 9 日以前のもの）の防音工事、防振工事や移転工事が実施されています。この要綱に

基づき本市では昭和 63 年度末までに 80 デシベル（ホン）対策として 214 戸、75 デシベル（ホン）対策として

86 戸が防音工事の適用を受けました。 

調査の結果、環境基準等の超過が認められる区間については、防音壁の設置要望等を行っています。平

成 19 年度は、騒音の低減に係る住民要望があった 1 箇所において騒音測定を行いました。 

ｂ 在来線 

在来線鉄道については、新線又は大規模改良に際しての騒音対策の指針が平成 7 年 12 月に設定されて



 

 

います。既存の在来線についてはこの指針に入っていませんが、騒音の低減に係る住民要望がある場合に

は騒音測定を行っています。 

 

(4) 拡声器の使用等に関する規制・近隣騒音防止の啓発の推進 

拡声器やカラオケの使用については条例においてその使用について規制等を行っています。 

特に、住居系地域でのカラオケ装置の使用については、音響機器から発生する音が周辺の生活環境を損

なうおそれがない場合以外は、午後 11 時から午前 6 時までの間は使用できないこととしています。 

空調室外機、人の会話、ペットの鳴き声等の生活に起因する近隣騒音は、問題となる音が多種多様である

こと、一人ひとりが加害者にも被害者にもなりうることから、住民相互の思いやりの問題として、意識の向上によ

る解決を目指した指導や広報紙などで啓発を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 


